
寒 川町 手数 料条例 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(手 数料を 徴収 する 事務 及び その 額 ) (手 数料を 徴収 する 事務 及び その 額 ) 

第 2条  地 方 自 治 法 第 2 2 7条 の 規 定 に よ り

手 数料 を徴 収する 事務 は、次 に掲 げる事

務 とし 、当 該事務 に係 る手 数料 の額は、

次 の 各 号 に 特 別 の 計 算 単 位 の 定 め が あ

る もの につ いては その 計算 単位 につき、

そ の 他 の も の に つ い て は 1件 に つ き 当 該

各 号に 定め る額と する 。  

第 2条  地 方 自 治 法 第 2 2 7条 の 規 定 に よ り

手 数料 を徴 収する 事務 は、次 に掲 げる事

務 とし 、当 該事務 に係 る手 数料 の額は、

次 の 各 号 に 特 別 の 計 算 単 位 の 定 め が あ

る もの につ いては その 計算 単位 につき、

そ の 他 の も の に つ い て は 1件 に つ き 当 該

各 号に 定め る額と する 。  

(1)～ (10) （ 略）  (1)～ (10) （ 略）  

( 1 1 )  鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に

関 す る 法 律           (平 成 1 4年 法 律

第 8 8号 )第 1 9条 の 規 定 に 基 づ く 鳥 獣 飼

養 登 録 票 の 交 付 又 は 更 新 若 し く は 再

交 付  3,400円  

( 1 1 )  鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟

の 適 正 化 に 関 す る 法 律 (平 成 1 4年 法 律

第 8 8号 )第 1 9条 の 規 定 に 基 づ く 鳥 獣 飼

養 登 録 票 の 交 付 又 は 更 新 若 し く は 再

交 付  3,400円  

(12)～ (34) （略 ）  (12)～ (34) （略 ）  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

  この 条例 は、鳥 獣の保 護及 び狩 猟の適 正

化 に関 する 法律の 一部 を改 正す る法律 (平

成 26年 法律 第 46号 )の施 行の 日か ら施行 す

る 。  

 


